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まん延防止等重点措置に伴う今後の教育活動等について 

 

 本日 4 月 20 日より 5 月 11 日まで本市が、改正特措法第 31 条に基づく新型インフルエンザ等

まん延防止等重点措置の指定区域となりました。これを受けて本校では、国や川崎市教育委員会

のガイドライン等を踏まえて、以下の通り対応いたします。 

本校の基本方針はこれまで通り、可能な限り感染防止対策を講じたうえで子どもたちの学びの

機会と教育活動を最大限確保していくことに変わりありません。下記に本校の 4 月 20 日時点で

の取組等をお知らせしますので、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

1．措置期間 

令和 3 年 4 月 20 日(火) ～ 5 月 11 日(火) 

    ※状況に応じて期間中に解除または延長、あるいは緊急事態宣言が発令される場合があ

ります。その場合は、改めて内容を更新してお知らせします。 

 

2．措置期間中の教育課程・行事等について 

授業をはじめ教育課程は通常通り実施します。登校時刻、日課時程、給食、最終下校時刻

等に変更はありません。今後も引き続き、検温スクリーニングや健康観察表等による健康管

理、手洗い、換気など、感染防止と新しい生活様式の指導と管理を一層強化します。 

＜授業参観（1～3 学年）＞ 

・4 月 26 日(月) から 30 日(金)の 4 日間、9 時 50 分から正午まで、各クラス 10 家庭ずつの

分散方式で予定通り実施します。 

・指定日の確認や指定日外の参観など、詳細については 4 月 14 日付「第 1 回授業参観のご

案内」をご確認ください。 

・同居するご家族に発熱者や体調不良者がいる場合は参観をご遠慮ください。 

 ＜健康診断（1～3 年生）＞ 

  ・4 月 19 日(月)に行われた心臓病検診（1 年）をはじめ、内科、耳鼻科、眼科、歯科の各健

康診断は、感染防止に一層留意しながら予定通り実施します。 

＜学校説明会・部活動保護者説明会（1～3 学年）＞ 

・5 月 7 日(金)の午後、PTA 総会とともに体育館で開催します。明日生徒に配付予定の 4 月

21 日付「学校説明会・部活動保護者説明会のお知らせ」をご覧ください。 

・各家庭 1 名（介助や通訳を必要とする方を除く）の参加でお願いいたします。 

 

3．部活動について 

＜課業日（2,3 年生）＞ 

・朝練習、放課後ともに通常通り行います。月曜日は原則として活動がありません。 

（裏面につづく） 



・激しい運動をするときなど、熱中症等を防止するためマスクを外す場合は、距離の確保や

会話の禁止など指導を徹底します。 

 ＜土日、休日（2,3 年生）＞ 

・通常通り行います。 

・部活動での食事を原則として禁止します。校内外での対外試合等で食事が伴う場合は、あ

らかじめ管理職の許可と保護者の承諾を得て行います。 

・土日、休日の校外活動は原則として市内に限定します。大会参加や上位大会に繋がるシー

ド決めの試合の場合は管理職の許可を得て、市外に引率する場合があります。 

・校外活動等で公共交通機関を使用する場合は、引率人数を限定します。 

＜仮入部（1 年生）＞ 

 ・明日 4 月 21 日(水)から 5 月 7 日(金)まで１年生の仮入部期間です。仮入部では土日、休日

の参加はできません。 

・仮入部期間中の最終下校は 17 時 15 分とし、上級生よりも早く下校させます。 

・4 月 30 日(金)より入部届の受付を開始し、届を出した生徒は本入部となります。 

・本入部した 1 年生は、土日、休日の参加が認められますが、校外での対外試合等には参加

できません。本入部しても５月７日までの最終下校は 17 時 15 分です。 

  ・本入部した１年生は、5 月８日(土)より、校外での対外試合に参加でき、最終下校も上級生

と同じ 18 時になります。 

＜保護者の見学・応援＞ 

 ・土日、休日の保護者による部活動見学は、自校（西中原中学校）で開催される場合に限り

ます。公式戦であっても他所（西中原中学校以外の会場）で開催される大会、対外試合等

は原則として見学できません。 

 

4．その後の教育課程・行事等について 

＜自然教室（1 学年）＞ 

  ・5 月 19 日(水)から 21 日(金)までの 2 泊 3 日、長野県富士見町で実施される自然教室は、

現時点で計画通り行います。 

＜修学旅行（3 学年）＞ 

  ・6 月 8 日(火)から 10 日(木)までの 2 泊 3 日、広島市と京都近郊で実施される修学旅行は、

4 月 28 日に本校教職員 3 名を現地に派遣して、実地踏査による再調査を行います。今後の

首都圏や現地の感染状況、行政の動きを見極めながら実施の判断をします。 

・詳細は 5 月 11 日(火)に開催予定の修学旅行保護者説明会でご説明します。開催のお知らせ

は後日生徒を通じて配付します。 

 

5．その他 

・感染の懸念等、登校に不安がある場合は、本人、保護者との相談のうえ、欠席ではなく出

席停止措置としています。また、公共交通機関の混雑を避けるために時差登校を希望する

場合など、配慮が必要な場合は遠慮なく担任まで相談してください。 

 

 

※このことについてのご相談は下記までお願いします。 

副校長（仲野）・教頭（中野） 電話７７７－２２３９ 


